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数 量 表 4ｍ当り

摘　　要

ガードレール

種　別 規格・寸法

Gr-A-2Bタイプ

ガードレール支柱

ガードレールブラケット

ブラケット取付ボルト

ビーム継目用ボルト
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数　量
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縮　尺

設計会社名

施工会社名

図 示 図面番号 /

横手工事事務所

図面の種類

東日本高速道路株式会社　東北支社
事務所名

秋田自動車道　岩瀬橋他２橋（鋼上部工）工事

株式会社　片平新日本技研

防護柵工詳細図（参考図）

防護柵工詳細図（参考図）
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注1) 仮設防護柵は、虫内地区仮置き場に

運搬・仮置きするものとする。
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